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令和 5 年度定期監査

　町監査委員による定期監査は、地方自治法に

基づき毎会計年度１回以上の実施が義務付けら

れています。

　今年度も町監査委員が、令和 5 年 12 月 31

日現在における財政状況および事務事業の執行

状況について、町部局などに資料の提出と担当

職員の説明を求め、次のとおり定期監査を実施

しました。

▪実施方法
　書類調査および現地調査

▪実施日
 ・書類調査

　令和 6 年 1 月 30 日から 2 月 1 日

 ・現地調査

　令和 5 年 11 月 13 日、令和 6 年 1 月 31 日

▪内　容

　 財政状況および事務事業の執行状況監査（令

和 5 年 12 月 31 日現在）

⃝今年度の主な監査項目
書類調査

 ・ 備品管理状況（図書館の図書は除く）

 ・ 配当予算に係る歳入歳出予算執行状況

 ・ 団体等経理事務管理状況

 ・ 人事評価制度の運用状況

 ・ 情報セキュリティ対策の実施状況

 ・ 高齢者ハイヤー利用サービス業務の利用状況

 ・ バキューム車改造費補助金の交付状況

 ・ 廃棄物処理手数料（埋めるゴミ）に係る収納

事務

 ・福祉事業所特別支援金の交付内容と交付状況

 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金の交付状況

 ・ 飼料高騰対策補助金の交付状況

 ・ 自給飼料確保推進事業補助金の交付状況

 ・ 各種使用料及び財産収入の収納事務

 ・ 水道事業の経営状況

 ・上下水道使用料及び下水道分担金の収納事務

 ・ 物価高騰対策商品券発行事業の実績

 ・ 商工会ポイント制度の進捗状況

 ・ 小学校遊具整備事業

 ・ 小学校整備事業

 ・語学指導助手の活動状況

 ・ 児童クラブ・こども園保育料（一時預かりを

含む）及びこども園給食材料費の収納事務

 ・ 公民館整備事業

 ・ 屋外運動施設整備事業

 ・ 社会体育施設の今後の修繕計画

 ・ 学校給食材料費の収納事務

現地調査

 ・ 葬斎場設備更新事業

 ・ 訓子府中学校（学校現地調査）

【監査の結果および意見】
　令和 5 年度の定期監査は、一般会計、国民

健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、

介護保険特別会計、下水道事業特別会計および

水道事業会計の６会計について実施しました。

　監査の着眼点は、令和 5 年４月１日から令

和 5 年 12 月 31 日までの期間における事務事

業の執行と経営管理の状況を中心としました。

　監査の具体的内容は、各課等共通事項として

は、各課等配当予算の執行状況と備品の調達お

よび管理状況を、各課個別事項としては、22

項目を重点としたほか、課で担当している団体

の経理事務とその管理を対象としました。

　また、現地調査として葬斎場設備更新事業の

実施状況を、学校現地調査として訓子府中学校

の学校経理と学校管理状況について確認を行い

ました。

　監査方法は、各課などから提出のあった資料

について職員の説明を受け、それをもとに質疑

を行い、関係書類の突合や点検を行いました。

　この結果、全ての会計において法令に従い、

町の行政執行の方針に合致し、適期、適正に執

行していることを認めます。

　なお、出納整理期間まで引き続き適正な事務

執行に努めるとともに、今後とも各種施策の充

実・拡大や社会資本整備、さらには物価高騰の

影響などによる財政負担は避けられない状況が

見込まれることを十分認識し、町民の福祉の増

進に向け、より一層健全かつ円滑な行財政運営

に努め、町民の期待に応えるまちづくりに取り

組まれることを望みます。（監査委員）

「事務事業は
適正に執行、管理」

▪問合せ　監査委員事務局（☎ 47-2184　役場 2 階 議会事務局内）

補正予算などが可決

　令和 6年第 1回臨時町議会が、1月 17 日に
開会され、令和 5年度補正予算など 2件の議
案が原案どおり可決されました。
▪一般会計の補正予算
　�歳入歳出の予算に 2,345 万 9,000 円を追加

し、予算の総額を 52億 8,489 万 1,000 円と
しました。

▪財産の処分
　�町有林で生産した林産物の処分について可決
されました。

令和 6 年第 1 回　臨時町議会

　昨年 1 月から協議を重ねてきた訓子府町介護保険事業計画

策定委員会（上野敏夫委員長）が 2 月 8 日、「訓子府町高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画」を町長に答申しました。

　この計画は、令和 6 年度から 3 年間の介護保険事業や高齢

者福祉施策の方針を定めるものです。

　答申書には、①地域包括ケアシステムの深化・推進②質の高

いサービス提供の確保③高齢者の生活基盤の充実と活躍支援

④介護保険の安定的な運営⑤災害や感染症対策等の体制整備

の 5 つを基本方針として盛り込み、これまでのサービスの継

続と充実をめざします。

策定委員会が町長に答申▪高齢者保健福祉計画
▪介護保険事業計画 地域包括ケアシステムの深化・推進などが課題

▪問合せ　福祉保健課介護保険係（☎ 47-5555　総合福祉センター 窓口 7 番）

今月の夜間町長室開放は 3 月 13 日㈬です

ご予約は総務課（☎ 47-2112）まで　開設時間 18 時 30 分～ 20 時 30 分

　全額公費による新型コロナウイルスワクチン接種は 3 月 31 日

㈰までです。

　接種を希望される方は、下記までご連絡ください。

　令和 6 年度以降の接種に関しては、65 歳以上の方および 60 ～

64 歳で対象となる方（心臓、じん臓または呼吸器の機能に障がい

があり、身の回りの生活が極度に制限される方など）が重症化予

防を目的として、秋冬に接種が行われ、費用は原則有料となる予

定です。

　詳細が決まり次第、町広報紙などでお知らせします。

新型コロナウイルスワクチンの無料接種は 3 月末まで

▪問合せ　新型コロナウイルスワクチン接種対策班（☎ 57-3025　総合福祉センター 窓口 7 番）


